
公用車賃貸借（小型乗用ワンボックス車・５
号車・再リース・５回目）

大阪狭山市役所 令和7年1月30日 令和7年3月5日
34,650円 ～令和8年3月4日

公用車賃貸借（軽乗用車・２３、７６号車・
再リース・３回目）

大阪狭山市役所 令和7年1月30日 令和7年3月1日
25,740円 ～令和9年2月28日

大阪狭山市役所
～令和7年3月21日
令和7年1月31日 日本電気（株）関西支

社
住民情報システム標準化対応業務（データク
レンジング）

2,587,200円 ～令和7年2月15日
ＲＰＡソフトウェアのライセンス購入 大阪狭山市役所 令和7年1月30日

随意契約結果一覧表

令和7年1月31日
～令和7年3月31日

場　所
契約日
契約金額
令和7年1月30日

令和7年1月30日

ソフトバンク（株）

（株）レックスリース

（株）トヨタレンタ
リース大阪

39,600,000円

(月額)

(月額)

令和7年1月31日

請負人

池尻北一丁目地内用悪水路敷用地測量業務 大阪狭山市池尻北一丁目地内 （株）オオバ大阪支店

件　名 期間

1,375,000円

理由

地方自治法施行令（第167条の2第1項第7
号）本業務と密接不可分な他業務を履行し
た実績と必要なデータを有し、経費の節減
に加え、適正かつ円滑な履行が期待できる
左記業者と随意契約を行った。

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）業務内容に精通し、適正かつ円滑な業
務が期待できる左記業者と随意契約を行っ
た。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）業務内容に精通し、適正かつ円滑な業
務が期待できる左記業者と随意契約を行っ
た。


